
地方公共団体に対する意見聴取の結果（１／２）

〇 現況で確認できない地物についての情報提供

→ 現況の道路に合わせて区域の外縁を修正・・・①

〇 地理院地図に記載のない建物についての情報提供

→ 建物を分断しないよう外縁を修正・・・・・・②

〇 区域を明確にする観点から、外縁の一部を道路の中心線か
ら町字界へ変更

→ 外縁を修正・・・・・・・・・・・・・・・・③
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③
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（町字界を区域の境界とすること
で「○○町○丁目」が道路を含め
区域外となり、明確化される。）

道路の中心線

（「○○町○丁目」は、
住宅地は区域外だが、道
路部分のみ区域に含まれ
ることになり、分かりに
くい。）

敷地

②

建物が存在

建物を分断しないように修正

資料１

（１）区域の範囲について
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地方公共団体に対する意見聴取の結果（２／２） 資料１

○ 道路工事、埋立工事、建設計画等についての情報提供

⇨ 区域の修正が必要となるものは、なし

今後の法の運用の参考情報として活用

（２）町字について

（３）開発計画、開発行為について

○ 町字名の正誤修正

（４）その他

○ 広報、周知の要望 ⇨ 地方公共団体の協力を得つつ、国として広報、周知に尽力
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